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１．はじめに 

１－１．地区まちづくり方針策定の目的 

本区は、令和５年３月に策定した「江東区地下鉄８号線沿線まちづくり構想」（以下「沿線

まちづくり構想」という。）を基本とし、（仮称）千石駅周辺地区（以下「本地区」とい

う。）における、まちづくりの検討を進めている。 

「（仮称）千石駅周辺地区まちづくり方針」（以下「本方針」という。）は、地域主体の

「（仮称）千石駅周辺地区まちづくり協議会」（以下「まちづくり協議会」という。）から令

和７年６月に提出された「（仮称）千石駅周辺地区まちづくり提案書」（以下「まちづくり提

案書」という。）を受け、本地区におけるまちづくりの方向性を示すとともに、その実現に向

け、多様な主体が連携し、まちづくりを推進するための指針として定める。 

 
１－２．位置付け  

本方針は、「重点戦略１：地下鉄８号線延伸のまちづくり」を掲げる、「江東区都市計画マ

スタープラン２０２２」（以下「都市計画マスタープラン」という。）や地下鉄８号線の延伸

による整備効果を本区の発展に最大限に活かすため、沿線まちづくりの方向性を示した「沿線

まちづくり構想」などを上位計画とし、東京都の関連計画との整合を図り、策定したものであ

る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

本方針の位置付け 

 

 

 

（仮称） 千石駅周辺地区まちづくり協議会 

提案 

検討 

など 

様々なまちづくりの取組 

 
都市づくりのグランドデザイン 

東京都の関連計画 

整合 

など 

 

江東区の上位・関連計画 

整合 

展開 

整合 

江東区基本構想 

江東区長期計画 

江東区都市計画マスタープラン２０２２ 

など 

整合 

展開 

江東区地下鉄８号線沿線まちづくり構想 



2 

 

１－３．まちづくり提案書提出までの過程 

（１）まちづくり協議会の設置 

本地区のまちづくり推進に向けた課題等について協議し、まちの将来像の共有化を図るた

め、令和 6 年６月に「まちづくり協議会」が設立された。 

 

（２）まちづくり協議会の構成 

まちづくり協議会は、（仮称）

千石駅周辺（千田、千石、石島、

海辺、扇橋）に在住・在勤する１

７名の公募会員と、各町会から推

薦された地元企業を含む１５名の

推薦会員による全３２名にて組織

し、会長と副会長は、互選により

決定された。 

また、アドバイザーとして芝浦

工業大学の志村秀明教授が参画さ

れた。 

 

（３）まちづくり協議会の経過 

まちづくり協議会設立以降、全８回の協議会を実施し、まちの目指す姿やその実現に向けた

取組についての検討を進め、令和７年６月に地域意見を取りまとめた「まちづくり提案書」

が、区へ提出された。 

また、まちづくり提案書を取りまとめるまでに、計５回の「（仮称）千石駅周辺地区まちづ

くりニュース」の発行があり、「（仮称）千石駅周辺地区まちづくりに関するアンケート」が

２回実施された。 

更に、「（仮称）千石駅周辺地区まちづくり協議会検討状況報告会」（以下「検討状況報告

会」という。）の開催により、まちづくり協議会員以外の地域の皆様に具体的なまちづくりの

検討状況を周知し、ご意見を伺うことで、まちづくり提案書の深度化が図られた。 

 
 
 
 
 
 
  

まちづくり協議会 活動の様子 

①まちのガリバーマップを囲んでの意見交換 

②まちづくりのアイデアについて意見交換 

③グループでの検討結果を全体で共有 

④芝浦工業大学の学生による発表 

⑤検討状況報告会での協議会員による成果報告 

⑥検討状況報告会での大久保区長による挨拶 

a①a A②a A③a A④a 

A⑤a A⑥a 

まちづくり協議会の構成 

アドバイザー 

会長 １名 副会長 １名 協議会員 ３０名 

江東区 

まちづくり推進課 

芝浦工業大学 

志村教授 
受託事業者 

（仮称）千石駅周辺地区まちづくり協議会 ３２名 
（公募会員１７名  推薦会員１５名） 

事務局 
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２．地区の概要 

２－１．対象範囲 

 区の北部に位置する本地区は、四ツ目通りが地区の中央

を縦断しているほか、外周には小名木川、大横川、また、

仙台堀川公園、横十間川親水公園があり、水辺に囲まれて

いる。 

対象範囲は、「まちづくり提案書」に示された範囲を基

として、（仮称）千石駅の設置予定位置を中心に、千田、

千石、石島、海辺、扇橋を含む約 86.5ha とした。 

なお、地下鉄８号線（有楽町線）延伸（豊洲～住吉間）

の開業目標は、２０３０年代半ばとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

本地区の対象範囲 

本地区の位置 

「江東区ホームページ 江東区の位置」を基に作成 

「令和３年度土地利用現況調査」（江東区）を基に作成 

 本地区 

江東区 
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２－２．主な上位計画・関連計画 

 
 

〈概要〉 

 本地区を含むおおむね環状７号線内側の区域は、「中枢広域拠点域」に位置付けられてお

り、将来イメージとして、「高密な道路・交通ネットワークを生かして、国際的なビジネ

ス・交流機能や業務・商業などの複合機能を有する中核的な拠点が形成され、グローバルな

交流によって新たな価値を生み続けている」と示されている。 

 ２０４０年代を見据え「活力とゆとりのある高度成熟都市」を都市づくりの目標として、分

野横断的な視点から都市づくりの戦略を設定しており、「戦略０２：人・モノ・情報の自由

自在な交流を実現」の中で、都市の将来イメージとして、「まちの顔としてにぎわう地下鉄

駅周辺」が示されている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

本地区 

「都市づくりのグランドデザイン」（平成２９年９月、東京都） 

４つの地域区分と２つのゾーン 

「都市づくりのグランドデザイン」（平成２９年９月、東京都）を基に作成

まちの顔としてにぎわう地下鉄駅周辺 

〇開発に併せ、駅とまちのつながりが大きく

改善された地下鉄駅周辺では、子育て、防

災、にぎわいなど多様な機能が導入され、

活気にあふれています。 

〇多くの旅行者やビジネスパーソンなどが集

まり、自動運転技術を活用したスマートモ

ビリティや、シェアサイクルなど多様な交

通モードを利用し、自由自在で快適な移動

を楽しんでいます。 

出典：「都市づくりのグランドデザイン」（平成２９年９月、東京都）
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〈概要〉 

 「地下鉄８号線延伸のまちづくり」を、早期の

実現に向けて取り組むべき重要なまちづくり政

策である重点戦略の１つとして位置付けた。 

 南北都市軸の方針として、文化・歴史などが特

徴的な深川地域と城東地域と、大規模開発など

が進展している南部地域の新たな市街地の連携

を強化し、区の均衡ある発展を図る新たな都市

空間として育成すると示した。 

 新駅（（仮称）千石駅）拠点（ST３）では、「緑

連なるゆとり拠点」形成に向け、以下の方針を

示した。 

 

 

 
  

「江東区都市計画マスタープラン２０２２」（令和４年３月、江東区） 

 新たな都市空間となる南北都市軸の形成 

〇地下鉄８号線の延伸による新駅の設置を見据

え、下町情緒や安らぎを感じる地域特性によ

る良好な居住環境を保全し、新駅周辺を生活

圏とする人と来訪者との調和を図りながら、

新駅を中心に周辺の商業や生活利便機能等の

充実を図ります。 

〇仙台堀川公園や横十間川親水公園、木場公園

へのアクセス性を活かし、ウォーカブルな空

間の形成による沿道商業の活性化やまちなか

の緑の創出などにより、回遊性の向上と歩行

者ネットワークの強化を目指します。 

「江東区都市計画マスタープラン２０２２」

（令和４年３月、江東区）を基に作成
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〈概要〉 

 地下鉄８号線の延伸による整備効果を区の発展に最大限に活かすため、沿線の目指す姿やそ

の実現に向けた取組の提案を取りまとめることにより、今後の地下鉄８号線沿線まちづくり

の方向性を示すことを目的として令和５年３月に策定した。 

 沿線まちづくりに重要な５つのテーマとして、「安全・安心」、「暮らし・憩い」、「水辺・環

境」、「交流・にぎわい」、「交通・つながり」を掲げ、これらを基本とし、沿線全体で目指す

姿を『人・暮らし・自然を相互につなぎ一体的に発展する「快適環境都市」』と設定した。

また、「（仮称）千石駅周辺で目指す姿」においても、以下のとおり示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
・震災や水害に対する防災力の強化を目指します。 

・まちなかでの防犯性を向上させ、安全、安心な地域環境を目指します。 

 ・多様なライフスタイルに合わせて、健康で快適に過ごせる生活環境を目指します。 

・まちの魅力を未来につなぐため、美しいまち並みや生活利便性の維持向上を目指します。 

 ・公園や緑、水辺を活かし、周辺と調和したオープンスペース等の空間創出を目指します。 

・緑や新たな移動手段の充実等により、脱炭素社会に向けた環境負荷の低減を目指します。 

 
・交流の機会を創出し、幅広い世代が交わるコミュニティ活動の活性化を目指します。 

・各地域の持つ個性ある地域資源を活かし、新たな観光とにぎわいの創出を目指します。 

 

 

地下鉄８号線の延伸を含む新たな交通やそのつながりは、上記４つのテーマを相互に結び付

ける基盤となる重要なテーマです。 

・持続的にまちや人がつながる新たな交通ネットワーク形成を目指します。 

・多様な交通手段を検討し、誰もが快適に移動できる利便性の高い交通環境を目指します。 

「沿線まちづくりのテーマ」と「目指す姿」 

沿線まちづくり５つのテーマ 

『人・暮らし・自然を相互につなぎ

一体的に発展する「快適環境都市」』 

テーマごとの目指す方向性 

「江東区地下鉄８号線沿線まちづくり構想」

（令和５年３月、江東区）を基に作成

『みどり連なり、下町人情あふれる安心快適な定住拠点』 

「商店街を中心とする下町情緒を感じる良好な居住環境

を保全しつつ、中間新駅設置に伴う人流変化との調和を図

りながら、仙台堀川公園等を中心に幅広い世代がつなが

り、地域コミュニティを形成することで暮らしやすく、安

心で快適なまち」を目指す姿として設定した。 

沿線全体で目指す姿 

（仮称）千石駅周辺で目指す姿 

交流・にぎわい 

「江東区地下鉄８号線沿線まちづくり構想」（令和５年３月、江東区） 

水辺・環境 

暮らし・憩い 

安全・安心 

交通・つながり 
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２－３．（仮称）千石駅周辺の現況 

（仮称）千石駅周辺地区について状況を整理した。 
 

（１）土地利用現況と都市計画等 

用途地域は、四ツ目通りと清洲橋通りの都市計画道路の沿道が商業地域、美術館通りや小松

橋通りの一部沿道などが近隣商業地域であり、その他は全て準工業地域となっている。なお、

本地区中央部は特別用途地区「第 2 種特別工業地区」として、住環境の保護が図られている。 

本地区全体では集合住宅や独立住宅などの住宅系利用の割合が 35.9％と最も高く、次いで割

合が高いのが、千田では商業用地、千石では空地（公園・運動場、未利用地等）、石島では商

業用地、海辺では工業用地、扇橋では商業用地となっている。 

都市計画道路の四ツ目通りは、将来道路幅員 27ｍまで拡幅される予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

土地利用現況図と用途地域図 

「令和３年度土地利用現況調査」（江東区）、「都市計画図（用途地域等指定図）」（令和７年４月、江東区）を基に作成
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（２）人口・世帯 

人口は平成２７年から増加が続いており、令和７年１月時点では２２,７３３人と平成２７年

と比べ約２割の増加となっている。 

へいせい  

 

 

 

世帯数は平成２７年から増加が続いており、令和７年１月時点では１１,９６８世帯と平成２

７年と比べ約３割の増加となっている。 

 

    

  

7,056 7,529 7,550 7,561 8,100 8,323 
9,626 9,683 9,732 9,902 9,947

1,623 1,636 1,633 1,710 
1,760 1,787 

1,847 1,832 1,985 
2,013 

2,010

1,424 1,435 1,425 1,449 
1,501 1,489 

1,481 1,455 1,463 1,477 1,509
6,661 

6,737 6,788 6,853 
6,981 7,131 

7,061 7,079 6,975 6,924 7,331
1,829 

1,850 1,834 1,834 
1,905 1,884 

1,844 1,832 1,938 1,920 1,936

18,593
19,187 19,230 19,407

20,247 20,614
21,859 21,881 22,093 22,236 22,733 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H27年 H28年 H29年 H30年 H31年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年

（仮称）千石駅周辺地区 千田 千石 石島 海辺 扇橋 

人口推移 

「住民基本台帳」（各年１月１日時点、江東区）を基に作成 

世帯数の推移 

3,627 3,827 3,838 3,886 4,114 4,255 4,799 4,846 4,907 5,065 5,120 

849 868 862 889 910 940 
994 984 1,087 1,110 1,100 

751 747 743 758 822 816 
808 787 804 819 870 3,033 3,115 3,154 3,224 3,313 3,416 

3,417 3,479 3,452 3,482 3,644 994 1,028 1,045 1,052 1,125 1,107 
1,102 1,099 1,197 1,205 

1,234 

9,254 9,585 9,642 9,809 
10,284 10,534 

11,120 11,195 11,447 11,681 11,968 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H27年 H28年 H29年 H30年 H31年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年

（仮称）千石駅周辺地区 千田 千石 石島 海辺 扇橋

（人） 

（世帯） 

「住民基本台帳」（各年１月１日時点、江東区）を基に作成 
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世帯人員は、平成２７年から令和７年にかけて概ね減少傾向にあり 2.01 人から 1.90 人に減

少している。特に千田、千石において大きく減少している。 

 

 

 

（３）安全・安心 

地震災害に関しては、東京都が実施した「地震に関する地域危険度測定調査（第９回）」で

は、建物倒壊危険度が千田はランク５、石島、海辺、扇橋二丁目はランク４となっている。 

水害に関しては、「江東区洪水ハザードマップ」では、洪水（荒川の堤防が決壊した場合）

が発生した場合、本地区中央部付近で最大 3.0～5.0ｍ程度の浸水被害と、２週間以上の浸水継

続が想定されている。「江東区高潮ハザードマップ」では、高潮が発生した場合、本地区中央

部付近で最大 3.0～5.0ｍ程度（一部 5.0～10.0ｍ程度）の浸水被害と 1 週間以上の浸水継続

が想定されている。「江東区大雨浸水ハザードマップ」では、大雨浸水（下水などの施設の処

理能力を超える豪雨により浸水した場合）が発生した場合、本地区中央部付近で最大 1.0～3.0

ｍ程度の浸水被害が想定されている。 

道路状況に関しては、本地区に消防活動困難地域は存在しないものの、中央部から北側を中

心とした一部道路にて、幅員４ｍ未満の狭隘道路が存在する。 

「交通事故発生マップ（警視庁）（令和６年７月時点）」では、交通事故はその大半が幹線

道路沿いで発生している。 

 

（４）暮らし・憩い 

本地区では、幼稚園１園、保育園１園、小学校２校、中学校１校、高校１校、その他児童館

などの子育て・教育施設が充実しているほか、障害者福祉センター（大規模改修工事に伴い、

令和８年まで潮見に一時移転）や千田福祉会館などの福祉施設も立地している。 

商業環境に関しては、本地区内に小さなスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの

生活利便施設が点在しているほか、地区外だが徒歩圏に大型スーパーマーケットが立地してい

る。また、清洲橋通りと四ツ目通り沿い、美術館通り沿いには飲食店が多く立地している。 

 

  

世帯人員の推移 

「住民基本台帳」（各年１月１日時点、江東区）を基に作成 
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（５）水辺・環境 

本地区の外周には仙台堀川公園、横十間川親水公園があるほか、小名木川、大横川に沿って

水辺の散歩道が整備されている。また「令和４年度江東区みどりの実態調査報告書」では、区

全体の緑被率が 21.0％であるのに対して、本地区の緑被率は 11.2％となっている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）交流・にぎわい 

宇迦八幡宮、富岡八幡宮では３年に１度本祭りが行われ、令和５年には富岡八幡宮、令和６

年には宇迦八幡宮の本祭りが開催された。また、町会合同での防災訓練が毎年、扇橋小学校と

川南小学校に会場を分けて同日開催されているほか、令和７年に千石運動公園でこどもたちの

ためのイベントが開催されるなど、町会イベントなどにより地域コミュニティが形成されてい

る。 

また、観光資源としては、和船乗船体験や水上アスレチック（令和７年１１月時点中止）、

桜を楽しめる「横十間川親水公園」などが存在する。 

 

（７）交通・つながり 

バスは５路線が運行しており、四ツ目通り、清洲橋通り、大門通り沿いには約 250ｍ～400

ｍ間隔でバス停が設置されている。 

令和７年１１月時点、本地区には区立自転車駐車場は存在せず、コミュニティサイクルポー

トは対象範囲内に６か所整備されている。 

（仮称）千石駅周辺の一部においては、駅から 800ｍ以上の鉄道空白地帯が広がっている。 

（仮称）千石駅周辺地区の公園・水辺等 

「江東区データブック２０２４（緑・環境）」（江東区）を基に作成
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３．地区の課題 

本地区において、今後のまちづくりを進めるにあたっては、沿線まちづくりの５つのテーマ

（安全・安心、暮らし・憩い、水辺・環境、交流・にぎわい、交通・つながり）ごとに想定さ

れる地区の課題を踏まえたまちづくりをしていく必要がある。 

 

 安全・安心 

〇水害に強いまちづくり 

建築物の非浸水階における避難スペースの確保や災害時協定等による一時避難施設等の確保によ

り、大規模水害による犠牲者ゼロを実現するための垂直避難ゾーンの形成に向け、「江東区浸水対

応型まちづくりビジョン」の推進が必要である。 

〇地震や火災に強いまちづくり 

 

一部の地域では地震による建物倒壊の危険度が高いと評価されているため、建替えの促進に向け

たまちづくりの検討が必要である。あわせて地域コミュニティによる地域防災力の向上に資する対

策の更なる強化が必要である。 

〇治安のよいまちづくり 

 
新駅設置を契機としたにぎわいの創出などにより、人流の増加が見込まれることから、見守り活

動等の地域コミュニティによる安心して暮らせるまちとしての魅力向上が必要である。 

 

 暮らし・憩い 

〇新駅設置に伴う利便性の向上を加味した居住環境の維持・保全 

 

新駅が設置されることで、鉄道空白地帯が解消され、より利便性の高い住宅地となることから、居

住人口の増加が想定される。新駅設置に伴う利便性の向上とあわせて、既存の下町らしさと静かで落

ち着いた居住環境の維持・保全に向けた検討や学校の収容対策に関する検討が必要である。 

〇将来の人口動態に対応したまちづくり 

 

新駅設置を契機に住宅地としてのポテンシャルが更に増加し、新たな集合住宅の立地ニーズが高ま

ることが想定される。一方、単身世帯や2人世帯の増加により世帯規模が縮小傾向にあり、地域コミ

ュニティの多様性が低下する可能性があるため、子育て世帯や高齢者世帯など、多様な世帯のニーズ

に応えられるまちづくりの検討が必要である。 

〇個性的な店舗など地域に不足している機能の適切な誘導 

 
日常の憩いや楽しみのための個性的な店や飲食店が不足している。新駅設置に伴い、地域に不足し

ている機能の誘導が必要である。 

 

 水辺・環境 

〇豊かな自然環境を活用したまちづくり 

 

親水公園や水辺の散歩道など豊かな緑と水辺環境を有してはいるが、護岸によりまちなかとのつ

ながりが薄いことに加え、公園内の施設や設備などが一部老朽化している。また、緑被率が江東区

全体に比べ低い傾向にあることから、自然環境をより一層活かしたまちづくりが求められる。 

〇水辺を活かした新たな拠点づくり 

 水辺の散歩道や親水公園などの水辺をより多くの人が楽しめるよう、水辺を活かしたイベントの実

施やカフェ等、居心地の良い空間づくりが必要である。 
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〇環境に配慮したまちづくり 

 

水辺と一体となった緑化空間を形成することにより、ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性に

配慮するなど環境負荷低減の取組が必要である。また、建築物の環境負荷軽減やエネルギーの効率利

用など、脱炭素社会につながる取組が必要である。 

 
 交流・にぎわい 

〇新たな土地利用の誘導によるにぎわいの創出と人々が憩える場づくり 

 

住宅地と倉庫運輸関係施設や商業施設が混在している。新駅設置に伴い、居住環境と調和した新

たな地域の為のにぎわいの創出につながる土地利用の誘導を図り、地域資源である商店街やまちな

かの様々な場所を活用した、人々が気軽に立ち寄れる憩いの場の形成が必要である。 

〇まちの中心である商店街を活かした既存の地域コミュニティの活性化と新旧住民の融合 

 

新駅設置に伴い居住人口の増加が想定されるため、地域コミュニティの新たな担い手確保や新旧

住民の融合による地域コミュニティの更なる活性化とともに、地域の資源である商店街などを活用

した交流や活動による新たなにぎわいの創出が必要である。 

〇地域資源等をつなぐ周辺エリアとのにぎわいの連携強化 

 
地区内だけでなく地区外にもにぎわいが波及するよう、空間的なつながりや連携を強化するとと

もに、隣接する施設や区内他地域の観光・にぎわい施設との連携に向けた取組が必要である。 

 
 交通・つながり 

〇安全で快適な道路環境の形成 

 

新駅を中心として、歩行者や自転車利用者の増加が見込まれることから、歩行者、自転車双方が

安全に通行できる道路環境の形成が必要である。また、新駅が設置される四ツ目通りでは利用者の

増加が見込まれることから、都市計画道路の拡幅整備において、ユニバーサルデザインに配慮した

歩行空間の拡充が必要である。 

〇利便性の高い交通結節点の形成 

 

新駅設置を契機として、新駅を基点に各施設等を結ぶ先進的な交通モードや二次交通を充実させ

るとともに、駅及び駅周辺の移動しやすいまちづくりに向けた交通結節機能の強化が必要である。

また、新駅周辺においては自転車利用者の増加が見込まれることから、自転車駐車場の確保が必要

である。 

〇緑豊かで魅力的な沿道空間の形成 

 
新駅設置によって生まれるにぎわいや人流を空間的につなげるため、都道などの主要な道路にお

いては、沿道の植栽の整備や店舗の誘致等による魅力的な沿道空間形成が必要である。 
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４．地区の目指す姿 

４－１．地区の目指す姿［全体目標］ 

本地区の課題を解決し、魅力を高めるため、「全体目標」を次のとおり定める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

４－２．地区の目指す姿［基本方針］ 

本地区の全体目標の実現に向けて「基本方針」を次のとおり定める。 

 
 
 
 
  

◆ （仮称）千石駅周辺地区の目指す姿［全体目標］ 

将来に継承したいまちの良さを育てつつ、新駅設置による変化

に対応した安心して暮らし続けられるまちを目指します。 

豊かな地域資源を活かし、活気あふれる、 

安心して暮らし続けられるまち 

◆ （仮称）千石駅周辺地区の目指す姿［基本方針］ 

地域全体がつながり、安全で快適な人にやさしいまちづくり 

水害や地震などの災害対策や、地域のつながりを活かした見守りや声かけなどの犯罪への

対策を推進し、全ての人々が安全・安心に暮らし続けられるまちを目指します。 

災害や犯罪に対応した安心して暮らし続けられるまちづくり 

商業機能や飲食店の充実などによる生活利便性のさらなる向上を図りつつ、下町情緒を感

じる良好な居住環境を保全することで暮らしやすいまちを目指します。 

利便性が高く暮らしやすいまちづくり 

  
安全・安心 

  
暮らし・憩い 

豊かな緑や水辺に囲まれた地域特性を活かし、居住者、来街者を惹きつける潤いと憩いの

場の充実を図り、誰もが楽しみ親しめるまちを目指します。 

豊かな緑や水辺を誰もが楽しみ親しめるまちづくり   水辺・環境 

地域の行事や商店街を中心とした下町らしいコミュニティを維持するとともに、新駅設置に

よる世代や地域を超えた新たな交流機会の創出により、にぎわいのあるまちを目指します。 

下町らしさを大切にしたにぎわいのあるまちづくり   交流・にぎわい 

新駅を中心とした交通結節機能の拡充と歩行者や自転車利用者等の安全性・快適性の向

上などに取り組み、ユニバーサルデザインに配慮した安全で快適な人にやさしいまちを目指し

ます。 

 
交通・つながり 
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４－３．土地利用の方針 

本地区に６つのゾーンと２つの軸を設定し、それぞれの特性に応じた土地利用を図るため、

各ゾーン等の「個別目標・個別方針」を次のとおり定める。 

 

  ～まちの顔となる交通・交流の結節点～ 

■個別目標 生活利便施設の誘致や駅前機能の整備などによって、交通・交流・生活におけるまちの

顔となる空間を形成する。 
■個別方針 
 自転車駐車場の整備やコミュニティサイクルポートの設置を拡充するなど多様な交通モードを集

約し、移動の選択肢を提供する乗換拠点（モビリティハブ）の整備などによる交通結節機能の強

化を図る。 

 ユニバーサルデザインに配慮した駅及び駅周辺空間の整備や、デジタルサイネージなどによるま

ちの情報発信により、人々が気軽に交流できる環境の形成を図る。 

 商業機能の誘導や広場空間の整備などによる地域の拠点づくりのため、必要に応じて都市計画手

法等を活用するなど、土地利用の適切な誘導を図る。 
 

■個別目標 人々の暮らしや営みが感じられるまちなかづくりと、災害対策など安全・安心な暮らし

の基盤の整備に取り組む。 
■個別方針 
 災害に強いまちづくりを目指し、浸水対応型まちづくりを推進するとともに、民間団体・企業と

の災害時協力協定締結の拡充を図る。 

 子どもの居場所づくりや見守り活動のほか、落ち着いた居住環境の維持継承に向けた地域のルー

ルづくりなどによる、安心して子育てや生活ができる環境づくりを促進する。 

 公共施設の長寿命化を図りつつ、地域住民の滞在やコミュニティを支えるまちなかの居場所に向

けた新たな活用方法を検討し、交流機会の充実を図る。 
 

■個別目標 小規模敷地の多い市街地の地震や火災への防災性を高めながらも、下町らしく住み続け

られるまちづくりに取り組む。 
■個別方針 
 建築物の耐震化や不燃化の促進とともに、細街路の拡幅などを進め、安全・安心に住み続けられ

るまちを目指す。 

 消防団や災害協力隊（自主防災組織）、地域ボランティアによる見守りなど、地域コミュニティ

による防災・防犯活動を促進する。 
 

■個別目標 美術館通りや宇迦八幡宮を中心としたにぎわいや地域コミュニティを形成する。 
■個別方針 
 本地区のコミュニティの拠点として、美術館通りや宇迦八幡宮などを活用した多様な地域イベン

トや情報発信によるにぎわいの創出を目指す。 

 地域のにぎわいにつながる店舗等の誘導や誰もが快適に過ごせるまち並み形成に向けた地域ルー

ルづくりを促進する。  

■個別目標 水面やその周辺の活用により、多様な人々が集い、交流できる空間形成を促進する。 
■個別方針 
 水辺の散歩道におけるベンチの設置など、安全で過ごしやすい憩いの場に向けた環境づくりを目

指す。 

 水辺の活性化及び魅力の向上を目指し、川を活用した体験やイベントなどによる水域利用を促進

する。 
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■個別目標 地区内外の人々が親しみ、楽しめる潤いと憩いの空間形成を推進する。 

■個別方針 
 潤いと憩いの空間形成を目指し、公園機能を充実させるとともに民間事業者との連携等による魅

力ある空間づくりを推進する。 

 地区内外の人々が親しめる公園を目指し、駅近傍ゾーン等各ゾーンと連続性の高い空間形成を図

る。 
 

■個別目標 安全で快適な道路空間の確保に加え、隣接する地域とのつながりを強化し、にぎわいや

コミュニティを地域全体へ広げる。 
■個別方針 
 交流にぎわい軸を中心に、人々が憩い、交流し、楽しく歩くことができるウォーカブルな空間と

する。 

 コミュニティゾーンと連動した店舗等の誘導や道路空間を活用したイベントの実施などにより、

にぎわいを地区全体へ広げるとともに、地区外との交流を促進する。 

 にぎわいがつながる道路空間やまち並みの形成を目指し、通りのしつらえの統一などによる魅力

向上や低層階への店舗等の誘導を図る。 
 

■個別目標 地区内外の人や物をつなぐ広域的な連携軸として、安全で快適な道路空間や緑豊かで魅

力的な沿道空間を形成する。 
■個別方針 
 歩道の拡幅や無電柱化などによる、誰もが安全で快適に移動することができるウォーカブルな道

路空間の形成を図る。 

 地域ボランティア等による道路の清掃や植栽の手入れなどの美化活動等により、広域的な連携軸

にふさわしい緑豊かな道路空間の形成を図る。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「令和３年度土地利用現況調査」（江東区）を基に作成 

ゾーン等区分図 
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４－４．公共施設等の整備方針 

本地区の目指す姿の実現に向けては、公共施設ごとにその特性や役割に応じた多様な取組や

整備が想定されることから「公共施設等の整備方針」を次のとおり定める。 

 

 主要道路は、バリアフリー化など安全で快適な道路空間の創出と、地域の実情に応じて、無電柱

化など防災機能の強化や良好な景観の形成に努める。 

 その他の区道については、新駅や小学校、河川や親水公園等をつなぐ道路を対象に、まちづくり

の進捗に合わせて、周辺環境と一体的に安全で快適な道路空間となるよう、適切な手法を検討す

る。 

 関係権利者等と連携し、災害時の避難や円滑な災害復旧活動が行える道路の確保を図る。 

 関係機関や民間企業と連携し、居心地の良い公開空地の確保等による、ゆとりある歩行空間の形

成に努める。 

 

 仙台堀川公園や横十間川親水公園では、護岸の一部撤去等によるまちなかとの連続性の確保や水

上アスレチック広場の改修などにより、地区内外の人々が親しみ楽しめる、潤いと憩いの空間形

成を図る。 

 今後策定予定の「（仮称）江東区公園マスタープラン」において公園の整備運営方針を定め、魅

力ある空間づくりを推進する。 

 誰もが安心して利用できる公園を目指し、バリアフリートイレの整備など、公園機能を充実させ

るとともに、防災機能の確保・更新を進める。 

 コミュニティ醸成の拠点として公園が利活用できるよう、コミュニティガーデン活動やレクリエ

ーション活動等の場として利用しやすい環境整備を推進する。 

 

 小名木川や大横川沿いの水辺の散歩道では、ベンチ設置などによる憩い空間としての機能を充実

し維持・管理することで、親水性向上を図る。 

 

 自転車利用者の利便性に配慮し、駅近傍ゾーンまたはその周辺に自転車駐車場を整備するととも

に、安全で快適な自転車通行空間の充実を図る。 

 先進技術を活用した多様な交通モードの導入や乗り換えを交通事業者や民間事業者、地域住民等

と連携し、新駅周辺に充実した交通結節機能の誘導を図る。また、地域ニーズを踏まえてコミュ

ニティサイクルポートの設置の拡充を図るとともに、多様な交通モードや乗り換えを可能とする

乗換拠点（モビリティハブ）の整備など、先進技術を活用した誰もが移動しやすい交通環境の形

成に向けた取組を検討する。 

 中高生が自宅や学校以外で過ごせる居場所づくりに向けて、既存児童館等の活用を推進する。 

 公共建築物整備の際は、省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入、木材利用等による脱炭素

化を推進する。加えて拠点避難所などとなる公共建築物の場合は、緊急機能、維持機能、救助機

能も備えた浸水対応型拠点建築物として整備を推進する。 

 学校施設を適切に維持管理することで、こどもたちに安全・安心な学校生活を提供するほか、大

規模改修にあわせて拠点避難所としての防災機能強化を図る。 
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 公共公益施設の整備にあたっては、民間資本やノウハウを有効に活用した民設・民営による整備

手法を検討する。 

 街路灯や公園灯改修による省エネルギー化を図り、環境負荷低減を推進する。 

 公共建築物における防犯カメラの設置を推進するとともに、街頭における防犯カメラや防犯灯、

夜間照明などの防犯設備の設置支援を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整備方針図 
 

「令和３年度土地利用現況調査」（江東区）を基に作成
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５．まちづくりの実現に向けて 

本地区のまちづくりの実現に向けては、本方針に基づき、ゾーン等ごとに多様な取組やまち

づくり事業の実施が想定される。 

そこで、本地区の目指す姿［基本方針］のテーマごとに想定される主なまちづくり手法を整

理し、各関係主体と相互に十分な連携を図りながら、個別事業によるまちづくりの実現を目指

す。 

 

５－１．実現化手法 
 

災害や犯罪に対応した安心して暮らし続けられるまちづくり 
 

まちづくり手法 想定されるゾーン等 

 

◇中高層建築物の建築時には、「緊急機能」と「維持機能」を備

えた浸水対応型建築物の整備を誘導し、拠点避難所等となる公

共施設の建替え時には、「緊急機能」と「維持機能」に加え、

「救助機能」を備えた浸水対応型拠点建築物の誘導・整備を図

る。 

 駅近傍ゾーン 

 複合市街地ゾーン 

 防災生活ゾーン 

 

◇災害時の被害を軽減するため、老朽化した木造住宅の除却工事

費助成などにより、建築物の耐震化・不燃化を促進し、まちの

防災力強化を図る。 

 駅近傍ゾーン 

 複合市街地ゾーン 

 防災生活ゾーン 

 

◇高潮などの水害を想定した一時避難施設の確保に向け、地域内

の既存マンションに加えて、新たにマンションが竣工された際

には積極的に「町会と民間マンションとの一時避難協定」締結

を推進する。また、その他の災害の場合にも、民間団体・企業

との「災害時協力協定」締結の推進により、一時避難施設のほ

か、物資の供給や救護活動等の支援について拡充を図る。 

 駅近傍ゾーン 

 複合市街地ゾーン 

 防災生活ゾーン 

 

◇安心して暮らせる生活環境を維持するため、地域コミュニティ

による自主的な防犯活動を行う「防犯ボランティア」や「子ど

も 110 番の家」などの取組を促進する。 

 複合市街地ゾーン 

 防災生活ゾーン 

 みどり憩いゾーン 

 

                                            

  

  安全・安心 

●地域による防犯活動の促進 

●災害時における協力協定の拡充 

●浸水対応型建築物等の整備 

●耐震化・不燃化の促進 
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利便性が高く暮らしやすいまちづくり 

 
まちづくり手法 想定されるゾーン等 

 

◇良好な居住環境の維持・発展のため、地区計画等によるまちづ

くりルール導入を検討し、魅力的なまち並みやにぎわいのある

良好な居住環境形成を推進する。 

 

 

 駅近傍ゾーン 

 複合市街地ゾーン 

 防災生活ゾーン 

 コミュニティゾーン 

 交流にぎわい軸 

 南北交通軸・東西交通軸 

 

◇商業施設や公共施設などの充当すべき用途を誘導するため、必

要に応じて都市開発諸制度の活用による土地の高度利用を検討

するとともに、地域の課題やニーズを踏まえたまちづくりへの

貢献について適切な誘導を図る。 

 駅近傍ゾーン 

 

 

豊かな緑や水辺を誰もが楽しみ親しめるまちづくり 
 

まちづくり手法 想定されるゾーン等 

 

◇公園等の花壇を利用したコミュニティガーデン活動の促進や、

官民連携による公園施設の整備・管理運営等、地区内外の人々

が自然に親しむ機会の創出を図るとともに、民有地の緑化を促

進し、一体的な緑地の充実による景観向上を図る。 

 みどり憩いゾーン 

 南北交通軸・東西交通軸 

 

◇水辺の活用によるイベント開催や水辺を活用したアクティビテ

ィについて、民間事業者と連携して検討することで新たな魅力

の創出を図る。 

 水辺交流ゾーン 

 

 

  

  
暮らし・憩い 

  水辺・環境 

●緑を活かした潤いと憩いの空間形成    

●多様な人々が交流できる水辺の空間形成 

●地区計画等の導入の検討 

●都市開発諸制度の活用による適切な土地利用 
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下町らしさを大切にしたにぎわいのあるまちづくり 
 

まちづくり手法 想定されるゾーン等 

 

◇児童館や集会所、商店街の空き店舗など、既存建築物のリノベ

ーション等による、多世代が交流できる居場所づくりについて

検討する。 

 複合市街地ゾーン 

 コミュニティゾーン 

 

◇歩道等の中に歩行者の滞留、にぎわい空間を定める「歩行者利

便増進道路制度（ほこみち）」や「居心地が良く歩きたくな

る」空間の創出を目指す「まちなかウォーカブル推進プログラ

ム」の導入など、道路への新しいニーズに対応したまちづくり

を検討する。 

 交流にぎわい軸 

 南北交通軸・東西交通軸 

 

◇マンションや業務用建築物を建てる際には、「江東区マンショ

ン等の建設に関する条例」に基づく公開空地の整備を指導する

ほか、広場状の空地として整備した場合には、イベント・マル

シェの実施など、地域のにぎわいづくりに資する空間活用を促

進する。 

 駅近傍ゾーン 

 コミュニティゾーン 

 

 

地域全体がつながり、安全で快適な人にやさしいまちづくり 
 

まちづくり手法 想定されるゾーン等 

 

◇新駅整備や周辺の開発等に合わせて、民間活力による公共貢献

も視野に入れた自転車駐車場の整備を促進する。また、新駅周

辺や人の集まる施設等を対象に、地域ニーズを踏まえて、コミ

ュニティサイクルポートの設置を拡充することで、利便性向上

を図る。 

 駅近傍ゾーン 

 交流にぎわい軸 

 南北交通軸・東西交通軸 

 

◇新駅と駅周辺を一体的に捉え、交通結節機能のほか、広場空間

や公共サイン、周辺案内図など必要な機能の整備を検討し、利

便性、快適性、安全性、地域性の高い駅まち空間の形成を図

る。 

 駅近傍ゾーン 

 

◇多様な交通需要に対応した、誰もが安全かつ快適に移動できる

都市交通の実現を目指し、先進技術の活用や実証実験の実施を

含む必要な取組について検討する。 

 駅近傍ゾーン 

 交流にぎわい軸 

 南北交通軸・東西交通軸 

 

  

 
交通・つながり 

  交流・にぎわい 

●多世代が交流できる居場所づくりの検討 

●道路を活用したにぎわいづくりの検討 

●地域の環境に調和する公開空地 

●地下鉄駅をまちの顔とする駅まち空間の形成 

●多様な交通モード導入の検討 

●自転車駐車場の整備とコミュニティサイクルの拡充 
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 ■関連制度の解説 

駅まち空間  

駅や駅前広場と一体的に、周辺市街地との関係も踏まえ、必要な機能の配置を検討すること
が期待される空間のこと。 また、関係者が連携して、利便性・快適性・安全性・地域性の高い
ゆとりある「駅まち空間」を形成するため、課題やニーズの把握、機能配置・空間設計の検
討、合意形成、役割分担、維持管理に至るまでの一連のプロセスに関する考え方や進め方のこ
とを「駅まちデザイン」という。 

公開空地  

日常一般に開放され、歩行者が自由に通行又は利用することができる部分のことで、「江東
区マンション等の建設に関する条例」に基づいて整備されるものや都市開発諸制度に基づいて
整備されるものがある。 

江東区浸水対応型まちづくりビジョン（令和６年３月、江東区） 

江東区都市計画マスタープラン２０２２の重点戦略「浸水対応型のまちづくり」の目指すべ
き姿や方向性等を示すもの。避難スペース等を有する「緊急機能」と非浸水階に設置された物
資・設備を有する「維持機能」を備えた「浸水対応型建築物」、これらに加えて、ボート着岸
スペース等の「救助機能」を備えた「浸水対応型拠点建築物」の整備、集積により、浸水対応
型拠点エリアを形成し、大規模水害による犠牲者ゼロを目指す。 

地区計画  

地区レベルでのまちづくりの要請に応え、住民の生活に結びついた地区を単位として、道
路・公園などの配置や建築物に関する制限などについて、地区の特性に応じてきめ細かく定め
る都市計画法の手続きによるまちづくりの計画のこと。 

都市開発諸制度 

２０４０年代に目指すべき東京の都市の姿とその実現に向けた都市づくりの基本的な方針等
を示す「都市づくりのグランドデザイン」（平成２９年９月、東京都）の都市像を実現してい
くため、公開空地の確保など公共的な貢献を行う建築計画に対して、容積率や斜線制限などの
建築基準法に定める形態規制を緩和することにより、市街地環境の向上に寄与する良好な都市
開発の誘導を図る４制度（「再開発等促進区を定める地区計画」「高度利用地区」「特定街
区」「総合設計」）のこと。 

歩行者利便増進道路（ほこみち）  

「地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築」を目指すものであり、歩行者の安全かつ
円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保と地域の活力の創造に資する道路を
指定するもの。 

まちなかウォーカブル推進プログラム  

「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりを促進し、魅力的なまちづくりを推進するため、
まちなかにおける交流・滞在空間の創出に向けた官民の取組に対し、法律・予算・税制のパッ
ケージによる支援を行うもの。 

ウォーカブルな空間の形成 

「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりに向け、街路空間を車中心から“人中心”の空間
へと再構築し、沿道と路上を一体的に使って、人々が集い憩い多様な活動を繰り広げられる場
へとしていくこと。 

先進技術を活用した多様な交通モード 

近年開発や実装に向けた検討が進められている、自動運転や空飛ぶクルマ、ＭａａＳ※等の
新たな交通技術・サービスのこと。これらの技術・サービスの活用により、人々が自由に交通
手段を選択できる環境の構築が期待されている。 
※МａａＳ：Mobility as a Service の略語で、一人ひとりの移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以

外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスのこと。 
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５－２．まちづくりの進め方 

本方針は、地下鉄８号線延伸の開業目標である２０３０年代半ばを見据え、本地区における

目指すべきまちづくりの方向性を示している。今後、本地区内でまちづくりの事業が行われる

際には、区は本方針をもとにまちづくりを指導及び誘導していくことで本方針との整合が取れ

たまちづくりの実現を目指していく。 

本方針に沿ったまちづくりを目標とする地域主体によって「まちづくり団体等」※１が設立さ

れ、本方針に沿ったまちづくり活動やエリアマネジメント※２について機運が高まった場合など

は、その活動の促進に向け、状況に応じた支援を検討していく。 

また、まちづくりの実現にあたっては、様々な手法が想定されるが、地区計画などの都市計

画手続きが必要な手法等、地域への影響が大きなものについては、地域住民や地元企業、関係

権利者等の各関係主体と特に連携を図りながら進めていく。 

なお、本方針は上位計画の改定や地域の状況変化に合わせて、適時見直しを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 主体的かつ具体的にまちづくりを行う意思を持つ人々が集まる組織であり、エリアまちづくりの段階的アプローチを推進

していく上で、連絡調整等の役割を担う。地域住民等による「任意のまちづくり組織」、地権者や企業、開発事業者等の「株式会

社」や「NPO法人」、「一般財団法人」、事業区域内の「管理組合」、都市再生機構等の「行政法人」や「公社」など様々な形態が

あり、これらを総称して「まちづくり団体等」とする。 

※２ 都市開発がなされた地区など特定のエリアにおいて、地権者や企業などの民間が主導で、行政と連携してまちづくりを行うこと。

※３ 魅力や課題のスポットが集積しているエリアのこと。 

※４ 魅力や課題のスポットが特に集積し、かつ、重点的な取組が行われている範囲のこと。 

※５ エリアまちづくり方針等が策定されている「重点エリア」において、土地利用転換等の基点を有する範囲のこと。 

推進フローのイメージ 

エリアまちづくりの段階的アプローチ 

（仮称）千石駅周辺地区まちづくり方針 

実現化事業の実施 

都市計画手続き（対象事業のみ） 

「実現エリア」※５の位置付け、エリアまちづくり方針等に基づく実現化手法を検討 

  地区計画、都市開発諸制度、エリアマネジメントなど 

エリアの「魅力や課題のスポット」整理 

まちづくり団体等が主催となって勉強会やイベントを開催 

「推進エリア」※３の位置付け、エリアまちづくり等の方向性を検討 

ワークショップ等の継続実施 

「重点エリア」※４の位置付け、エリアまちづくり方針等の策定を検討 

まちづくり団体等が主体となり検討を実施 

まちづくり団体等の設立 


